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【スマホ・携帯所有率】
【被害児童の内訳（令和元年度 上半期）】

ＳＮＳに起因する事件

□ ＳＮＳに起因する犯罪被害が増加
□ 被害児童の９割は中高生

【県内のＳＮＳに起因する被害児童数】
【最近の事件の例】

・栃木県の３５歳の男が、ツイッターで大阪市内の小
学生を栃木県内の自宅に連れ去り、未成年者誘拐の
疑いで逮捕された。

・本庄市の３７歳の男が、ツイッターでさいたま市と兵
庫県の女子中学生２人を誘い出し、本庄市内の住宅
に住まわせ、未成年者誘拐の疑いで逮捕された。

・上尾市の５２歳の男が、ＳＮＳを通じて埼玉県内の女
子高校生と知り合いになり、現金を渡してわいせつな
行為をした疑いで逮捕された。
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子どもたちの意識

被害児童が被疑者と会った理由 被害児童の学校での指導状況

金品目的, 
435人, 29.6%

性的関係目的,
155人, 10.6%

交遊目的, 
249人, 17.0%

優しかった、

相談にのっ

てくれた

336人, 
22.9%

その他, 
293人, 20.1%

指導あり,
752人, 45.0%

指導なし, 
105人, 6.3%

不登校等, 
134人, 8.0%

わからない、覚え

ていない, 
682人, 40.8%

・「金品目的」や
「性的目的」で
約4割を占める。

・「優しかった、
相談に乗ってく
れた」も多い。

・指導を受けた
とする児童は
半数以下。

・「指導なし」
「覚えていな
い」が半数近い。

（Ｈ29警察庁資料より作成）

ネット上で知り合った人と会うことについて ネット上で知り合った人と会う条件
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ＳＮＳの利用状況

ＳＮＳの利用状況、事業者・警察の対策
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（Ｈ３０年度県警調査より作成）

ツイッター, 
718

ひま部,
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ライン, 
80

その他, 799
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（Ｈ３０年警察庁資料より作成）

（３９．６％）

（11.8％）

（4.4％）

（44.1％）

県警では、ツイッター上で援助交際を求めたり、誘ったりする
書き込みを探し、直接、返信して注意喚起を行っている。
（悪質な場合は、補導、立件する。）

警察によるＳＮＳでの注意喚起事業者の利用規定と対策

未成年者の利用規定 事業者の対策

ライン 15歳未満は保護者の同
意が必要

18歳未満の利用者が
見知らぬ人とつながら
ないよう機能を制限

ツイッター 13歳未満は利用禁止 13歳未満と確認されれ
ばアカウント削除

フェイスブック 13歳未満は利用禁止 13歳未満と確認されれ
ばアカウント削除

ひま部 学生専用
小学生は利用禁止

2019年12月でサービス
終了



フィルタリングの規定

フィルタリングの利用状況と利用促進

フィルタリングの利用 被害児童のフィルタリング利用状況

【インターネット環境整備法】
・事業者は青少年が使う携帯電話やスマホ等を販売
する場合、保護者が希望しない場合を除き、フィルタ
リングを利用させなければならない。

【県条例】

・保護者は、フィルタリングを希望しない場合、その旨
を書面で提出しなければならない。また、事業者は提
出がなければフィルタリングを解除できない。

青少年が利用するスマホ等には、原則としてフィルタ
リングをかけなければならない。

事業者への指導

児童生徒・保護者への啓発

【携帯電話販売事業者への立ち入り調査】

対象事業者 調査実施 確認事項

５５５店 ２９１店 ・フィルタリングの設定状況
・解除時の書面の提出状況

・ネットアドバイザーによる保護者や子供向けの講座

・学校でＰＴＡ総会や入学式など保護者が集まる機会
を捉えての啓発

フィルタリングを利用して

いる, 
52.9%

フィルタリングを利用して

いる,
67.6%
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54.5%

フィルタリングを利用していな

い, 27.2%

フィルタリングを利用していな

い, 
25.8%

フィルタリングを利用していな

い, 
41.3%
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（Ｈ３０県教委調査より作成）

インターネットが使えない

（Ｈ３０年警察庁資料より作成）

利用あり 187人
（12.0%)

利用なし 1,372人
（88.0%)

計 1,559人

利用あり, 
12.0%

利用なし
, 88.0%



◇概要
・インターネットの適切な利用を推進するため、小中高校などに
ネットアドバイザーを派遣して講座を開催し、保護者や子供たちに
啓発活動を実施。

◇ネットアドバイザー
・インターネットやスマートフォン、家庭教育などについて精通して
いる方を対象に、県が研修を行い、ネットアドバイザーとして認定。
・約１００人。

◇講座の内容
・インターネットの危険性や適切な利用の仕方
・家庭での見守りやルールづくり など

ネットアドバイザーの派遣

子供や保護者への啓発

小学校 中学校 高校 計

ネットアド
バイザー

２７８回 ８７回 ６回 ３７１回

携帯電話
事業者

２０２回 ９９回 ２０回 ３２１回

警察、そ
の他

１５３回 ９９回 ３１回 ２８３回

教職員 ７４回 ４５回 １３回 １３２回

計 ７０７回 ３３０回 ７０回 １，１０７回

学校でのスマホ・携帯教室の開催

＊講座実施時の学校からの意見など
・保護者への啓発が大切だが、学んでほしい人ほど講座に参加しない。
・子供の方が保護者や教師よりも詳しく、指導が難しい。
・ＳＮＳのトラブルなどは目に見えにくく、問題の重要性を保護者に理解
していただくことが難しい。
・家庭でのスマホ利用のルールが大きく違うため、児童間のトラブルに
なることがある。
・ラインやゲームを長時間利用し、朝起きられず寝不足、不登校気味に
なっている子供もいる。

普及啓発チラシ

（埼玉県） （九都県市）

（Ｈ３０県教委調査）



【趣旨】
・子どもたちをネット・ゲーム依存症から守る
【主な規定案】
・保護者と子どもでスマホ利用のルールをつくる。

・ルールの基準として、ゲーム利用時間を平日６０分、休
日９０分以内とし、中学生までは午後９時、高校生は午後
１０時までに使用をやめることとする。

ＳＮＳが不安のはけ口

相談しやすい関係づくり

その他～香川県でのネット依存対策条例案

【識者や支援者の指摘】

・ＳＮＳのトラブルに巻き込まれる子供たちには、困ったと
きに周囲に信頼できる大人がいない

・ネット上であれば匿名で本音をつぶやける

・知らない人であってもつながることで不安を紛らわせる。

・メールや電話での相談には慣れていない

県や関係機関の相談窓口

＊令和2年4月から土曜日の相談は実施しません）


